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第三期特定健康診査等実施計画
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　特定健康診査等実施計画　(平成30年度〜平成35年度)

達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数達成しようとする目標∕特定健康診査等の対象者数
平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

特特
定定
健健
康康
診診
査査
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※11

全体全体 2,795 ∕ 3,090 ＝
90.5 ％

2,795 ∕ 3,090 ＝
90.5 ％

2,795 ∕ 3,090 ＝
90.5 ％

2,795 ∕ 3,090 ＝
90.5 ％

2,795 ∕ 3,090 ＝
90.5 ％

2,795 ∕ 3,090 ＝
90.5 ％

被保険者被保険者 1,939 ∕ 2,020 ＝
96.0 ％

1,939 ∕ 2,020 ＝
96.0 ％

1,939 ∕ 2,020 ＝
96.0 ％

1,939 ∕ 2,020 ＝
96.0 ％

1,939 ∕ 2,020 ＝
96.0 ％

1,939 ∕ 2,020 ＝
96.0 ％

被扶養者 被扶養者 ※33 856 ∕ 1,070 ＝ 80.0 ％ 856 ∕ 1,070 ＝ 80.0 ％ 856 ∕ 1,070 ＝ 80.0 ％ 856 ∕ 1,070 ＝ 80.0 ％ 856 ∕ 1,070 ＝ 80.0 ％ 856 ∕ 1,070 ＝ 80.0 ％
実実
績績
値値
※11

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被保険者被保険者 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 被扶養者 ※33 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

特特
定定
保保
健健
指指
導導
実実
施施
率率

計計
画画
値値
※22

全体全体 48 ∕ 480 ＝ 10.0 ％ 70 ∕ 468 ＝ 15.0 ％ 114 ∕ 456 ＝ 25.0 ％ 155 ∕ 444 ＝ 34.9 ％ 194 ∕ 432 ＝ 44.9 ％ 231 ∕ 420 ＝ 55.0 ％
動機付け支援動機付け支援 26 ∕ 220 ＝ 11.8 ％ 39 ∕ 214 ＝ 18.2 ％ 63 ∕ 208 ＝ 30.3 ％ 85 ∕ 202 ＝ 42.1 ％ 107 ∕ 196 ＝ 54.6 ％ 127 ∕ 190 ＝ 66.8 ％
積極的支援積極的支援 22 ∕ 260 ＝ 8.5 ％ 31 ∕ 254 ＝ 12.2 ％ 51 ∕ 248 ＝ 20.6 ％ 70 ∕ 242 ＝ 28.9 ％ 87 ∕ 236 ＝ 36.9 ％ 104 ∕ 230 ＝ 45.2 ％

実実
績績
値値
※22

全体全体 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
動機付け支援動機付け支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％
積極的支援積極的支援 - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％ - ∕ - ＝ - ％

※１）特定健康診査の（実施者数）∕（対象者数）
※２）特定保健指導の（実施者数）∕（対象者数）
※３）特定健診の対象となる被扶養者数には、強制被扶養者、任意継続被扶養者、特例退職被扶養者、任意継続被保険者、特例退職被保険者を含めてください。

個人情報の保護個人情報の保護
個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護法および北海道新聞社健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守する。
データ管理責任者は、常務理事とする。また、データの利用者は当健康保険組合職員に限る。
特定健診および特定保健指導のデータは、指紋認証のアクセス制限が設置された、当健康保険組合内のシステムで管理する。
外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。

特定健康診査等実施計画の公表・周知特定健康診査等実施計画の公表・周知
本計画の周知は、当健康保険組合のホームページに掲載する。

その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）その他（特定健康診査等実施計画の評価及び見直しの内容等）
委託する健診機関などと連携、調整を図り、この計画を進めることとする。
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